
平成

の
規

型
自

を
受

年 月 日 金曜日

山
に
改第

普
通第

同
条

動
車

第
二

山 口 県

山
山

報

公山 毎

（号 外 ）

定
に
よ
り
準
中
型
自
動
車
を
運
転

動
車
に
法
第
七
十
一
条
の
六
第
一

け
た
も
の
又
は
法
第
七
十
一
条
の

口
県
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
四
十

正
す
る
。

二
条
第
二
項
の
表
中
「
大
型
車
中

車
講
習
等
申
出
書
」
に
改
め
る
。

十
一
条
第
二
号
中
「
か
さ
を
さ
し

第
五
号
中
「
は
き
も
の
を
は
い
て

」
の
下
に
「
、
中
型
自
動
車
、
準

項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
一
項
若

口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部

目

次

安
委
規
則

口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正

公

安

委

週
火
・
金
曜
日
発
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
免
許
を
受

項
に
規
定
す
る
標
識
を
付
け
る

五
第
三
項
」
に
、
「
第
七
十
一

七
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則

型
車
普
通
車
講
習
等
申
出
書
」

」
を
「
傘
を
差
し
」
に
、
「
か

」
を
「
履
物
を
履
い
て
」
に
改

中
型
自
動
車
」
を
加
え
、
同
条

し
く
は
第
二
項
又
は
法
第
八
十

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す山

号
を
改
正
す
る
規
則

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

員

会

け
た
者
で
そ
の
運
転
す
る
準
中

こ
と
を
条
件
と
し
て
当
該
免
許

条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
七
十

第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

を
「
大
型
車
中
型
車
準
中
型
車

つ
ぎ
」
を
「
担
ぎ
」
に
改
め
、

め
、
同
条
第
八
号
中
「
大
型
自

第
九
号
中
「
第
七
十
一
条
の
五

六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

る
。

口
県
公
安
委
員
会

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

平 成 年
月 日

（金曜日）

習
等
申
出
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
第
三
十

別
記
第
九
号
様
式
の
表
を

車
講
習
」
に
、
「
大
型
車
中
型二次

一
条
の
六
第
二
項
」
に
、
「
当

た
準
中
型
自
動
車
又
は
同
条
第

第
十
九
条
の
二
中
「
及
び

百
一
条
の
七
第
一
項
」
に
改

第
二
十
一
条
を
次
の
よ
う

第
二
十
一
条

削
除

第
二
十
三
条
第
四
号
中

法めに
「
「

条
の
三
」
の
下
に
「
、
第
三
十

の
よ
う
に
改
め
る
。

車
普
通
車
講
習
等
申
出
書
」
を
「二

該
標
識
」
を
「
法
第
七
十
一
条
の

二
項
に
規
定
す
る
標
識
」
に
改
め

第
百
一
条
の
四
第
二
項
」
を

る
。

改
め
る
。

大
型
車
中
型
車
普
通
車
講
習
」 「

、を

一

条
の
三
の
二
」
を
加
え
る
。

大
型
車
中
型
車
準
中
型
車
普
通
車

六
第
一
項
に
規
定
す
る
標
識
を
付

る
。

法
第
百
一
条
の
四
第
二
項
及
び

「
「
大
型
車
中
型
車
準
中
型
車

法普
講 け第通

公

安

委

員

会



平

第９

成 年 月 日 金曜日

号様式（第 条関係）

山 口 県 報 （号 外 ）

表）

二



平成 年 月 日 金曜日

「は

別

第

別

山 口 県

等

」
る
。別

「

連

「

電

報

「「

名

「

名 ふ

（号 外 ）

別別別
「

欄
け

付
り

」
を
「

欄
け

付
貼

」
に

記
第
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に

除
削

式
様

号

記
第
十
四
号
様
式
の
二
か
ら
別
記

に
、
「

り
あ

し
な

記
第
十
二
号
様
式
の
三
中

番
話

先
務
勤

・
宅

自
先

絡

号
番
理

整

整
号
番

理
整

号

が
り

称

号
番
理

整
署

察
警

）
な称

記
第
九
号
様
式
の
注
中
４
を
６
と

記
第
九
号
様
式
の
注
中
３
を
４
と

記
第
九
号
様
式
の
二
の
表
中

号
番
理

整
運
全

安
署

察
警

改
め
る
。

改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
の
四
ま
で
を
次

）
名

」
を
「

有

転
運
全

安

号
番

理

局
話

電

号
番
理

整
者
理

管」
を

」
に
、

し
、
６
の
前
に
次
の
よ
う
に
加

し
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

者
理

管
転

」

の
よ
う
に
改
め
る
。

無
・
）
人

」
に
改
め

）
番

」

」
を

」
に
、

「

」
を
「

え
る
。

え
る
。

に
、

を

三



平成 年 月 日 金曜日 山 口

考
備

県 報

電 氏

（号 外 ）
第

本
日

、
は

さ
き

大
の

紙
用

規
業
工 歴

経
転

運
り

お
と

の
記

下

よ
に

定
規

の
項

５
第

明
証

ま
し

請
申

り

）
な

が
り

ふ

号
番

話

名 ２
の

式
様

号
第

口
山

経
転

運

係
関

２
の

条

殿
会

員
委

安
公

県

け
付
貼

紙
証

入
収

県
口

山
欄）

。
と

こ
い

な
し

印
消

格
列

。
る
す

と

の
い

た
け

受
を

付
交

の
書

記

。
す

道
、

で

生 書
請

申
付

交
書

明
証

歴

）

名
氏

所
住

者
請

申

第
法

通
交

路
４

の
条

・
男

日
月

年

別
性

日
月

年

女

日
月

年

第
３

の
式
様
号

第

委
安

公
県
口
山

運 ３
の

条

運
り
お

と
の
記
下

殿
会

員

第

証
歴
経

転

の
条

に
定

規
の
項
１
第

。
る

す
と 書
明

証
歴

経
転

）
係

関

記

明

氏
者
出

届

変
項

事
載

記

を
更
変

に
項
事
載

記
の
書

。
す
ま

出
け
届
り

よ

じ
生

、
で

の
た

名

日
月

年

届
更

則
規

行
施

法
通
交

路
道

四



平成

考
備

年 月 日 金曜日 山 口 県 報 （号 外 ）
第

本
日

、
は

さ
き

大
の

紙
用

規
業
工

山

号
番

話
電

所
住

歴
経

転
運

り
お

と
の

記
下

明
証

の
条

り
よ

に
定

規
の

項
１

第

）
な

が
り
ふ

名
氏

４
の

式
様

号
第

口
山

経
転

運

係
関

４
の

条

殿
会

員
委

安
公

県

格
列

。
る
す

と

欄
け

付
貼

紙
証

入
収

県
口

氏）
。

と
こ

い
な

し
印

消

た
け

受
を

付
交

再
の

書

名

。
す

ま
し

請
申

、
で

の
い

記

生

年

請
申

付
交

再
書

明
証

歴

）

所
住

者
請

申

書

第
則

規
行

施
法

通
交

路
道

女
・

男
日

月

別
性

日
月

年

日
月

年

別
記
第
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 報 （号 外 ）
第

第
法

通
交

路
道

第
１

第
条の
条

式
様

号

。
す

ま
し

第

第公
県

口
山

転
運

）
係

関
条

殿
会

員
委

安

。
る
す

と

記

、
り

よ
に

定
規

の
項

１
項

届
納

返
証

許
免

と
の

記
下

名
氏

者
納

返

納
返

を
証

許
免

転
運

り
お

日
月

年

別
記
第
十
六
号
様
式
の
二
中

「

氏

所
住

者
出

申

号
番
便

郵

名

）
番

局
話
電

を
「

氏
者

出
申

」

名

」
に
、 六



平成 年 月 日 金曜日

「

山 口 県

「申「

報

「型 大別
「「

（号 外 ）

「
生

「

電 生

「

型 大

大

通 普

型 中 準

型 中

型 大
原

特 小

二 自 普

二 自 大

特
引 け

付

名
県

府
道

都
生

発
署

生
発

紙
証

入
収

県
口

山
い
な

し
印

消

名
氏

所
住

者
出

号
番

便
郵

局
話

電

自 大

特 大

通 普

型 中

型 大
ん け

付 原

特 小

二 自 普

二

特 大

通 普

型 中 準

型 中

引

付 原

特 小

二 自 普

二 自 大

記
第
十
六
号
様
式
の
三
中

号
番
講

受

年

年
日

月
年

号
番
講

受

示

通 普

型 中

号
番

話

年
日

月

特 小

二 自 普

二 自 大

特 大

引 ん け

付 原

引 け

特 大

通 普

型 中

型 大

名
号

番
件

事

欄
け

付
り

は
）

。
と

こ

）
番

を
「

氏
者

出
申

」

ん け

特 大

通 普

型 中

型 大

効
有

で
ま

日
月
年

引

」

通 普

二 型 中

二 型 大

引 け

二 引 け

二 特 大

二

」
に
改
め

性
日

月

日
月

年
日
月

年
達

大

・
男

別
性

日
月

・
男

別

特 大

二 通 普

二 型 中

二 型
二

二

引 ん け

を

」

」
に
改
め
、

け
付

り
は
真

写

号
番
理

整

欄

を

名

」
に
、

」
を

る
。

分
時

」
を

」
に
、

女

」
を

女

」
に
、

号
番

話
電

「

欄
け
付
り

は

」
を
「

欄
け

付
貼

別
記
第
十
七
号
様
式
の
二
中

「

籍
国

は
又

籍
本

り
、

「

年
日

月
年

生

「

年
日

月
年

生

１
と
し
、
３
を
削
り
、
４
を
２

別
記
第
十
六
号
様
式
の
四
中

出
申
等
習

講
車
通
普

車
型

書

」

「

名
氏

者
出

申

」
に
、

習

」
に
改
め
、

習

「

収
県
口
山

し
印
消

同
様
式
の
注
中
１
を
削
り
、
同

」
に
改
め
る
。

別
性

日
月

別
性

日
月

と
す
る
。

「

講
車

通
普
車
型

中
車
型

大
申

等
習

に
、
「

名
氏

所
住

者
出

申

局
話

電

「

講
車

通
普

車
型

中
車

型
大

輪
二

通
普
車

輪
二

型
大

習習
講

車

こ
い
な

欄
け
付
貼
紙
証

入
）
。

と

注
２
中
「

る
け
付
り

は

」
を
「

り
貼

七

」 」
を

女
・

男

」
を

女
・

男

に
、

書
出

」
を
「）

番

中
準
車

型
中
車

型
大

を
」

」
を
「

車
輪

二
通
普

車
輪
二

型
大

講
車
型
中
準
車
型
中
車
型
大

講
車
通
普

号
番
理
整

欄
け

付
貼

真
写

」
に
改
め

る
け

付

」
に
改
め
、
同
注
中
２

削 、を



平成 年 月 日 金曜日

別
「

山 口

「「改
め

県 報

「け
付

（号 外 ）

「
連

「

電

「は

別
記
第
十
八
号
様
式
中

「

名
県

府
道

都
生

発

積
累

考 備

生
発

る
。

自 大

特 大

通 普

型 中

型 大

付 原

特 小

二 自 普

二大

通 普

型 中 準

型 中

型 大

特 小

二 自 普

二 自 大

特

欄

」
を
「

欄
け

付
貼

」
に
改
め
、

番
話

先
務
勤

・
宅

自
先

絡

号

欄
け

付
り

」
を
「

欄
け

付
貼

」
に

記
第
十
七
号
様
式
の
三
中

」
に
、

名
署

数
点

引 ん け

号
番

件
事

ん け

特 大

通 普

型 中

型 大

引 け

付 原

引引 け

特 大

通 普

型 中

型 大

局
話

電

改
め
る
。

」
を

点

号
番
理
整

」

号
番
理
整

」

効
有
で

ま
日

月
年

」
を

」
に
、
「

り
は

）
番

」」

「

第

「

第

「

自 大

特 大

通 普

型 中

型 大

付 原

特 小

二 自 普

二

「

大

通 普

型 中 準

型 中

型 大

特 小

二 自 普

二 自 大

特

をに をに
、

二

」

号

」
を

号

」
に
、

普

二 型 中

二 型 大

引 ん け

二 引 ん け

二 特 大

二 通

」
を

二 型 中

二 型 大

引 け

付 原
引 け

二 特 大

二 通 普

に
改
め
る
。

八



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

こ

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

九



平
成
二

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日
印
刷

十
九
年
三
月
三
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


